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平成２１年第１回砥部町議会臨時会 
平成２１年２月６日（金） 

午前９時３０分開会 
 
○議会事務局長（正岡修平） 本臨時議会は、一般選挙後初めての議会でございます。 
 議長が選挙されるまでの間、地方自治法第１０７条の規定により、年長の議員が臨時に

議長の職務を行うことになっております。 
 出席議員のうち中村茂議員が年長者でございますので、ご紹介します。どうぞ、よろし

くお願いいたします。 
○臨時議長（中村茂） 皆さんおはようございます。ただいま紹介されました中村でござ

います。着席して進行させていただきます。 
ただ今の出席議員は１６人です。定足数に達しておりますので、ただ今から平成２１年

第１回砥部町議会臨時会を開会いたします。 
本日の会議を開きます。 
  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１ 仮議席の指定 
○臨時議長（中村茂） 日程第１、仮議席の指定を行います。仮議席は、ただいまご着席

の議席と指定します。本日の議長選挙までの議事日程はお手元に配布のとおりでございま

す。町長より招集のあいさつがあります。中村町長。 
○町長（中村剛志） 皆さんおはようございます。本日より町長に就任させていただいた

中村剛志です。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 
それでは、臨時会にあたり一言ごあいさつを申し上げます。まず始めに、少数激戦の厳

しい選挙戦を勝ち抜かれ、見事当選されました議員の皆様に、心からお喜びを申し上げま

す。また、私に対しましても２期目の町政の舵取り役として、温かいご指示、ご支援を頂

きましたこと、心から感謝を申し上げます。この上は、議会と執行部が両輪となって、町

民の皆様が心豊かに、安心して暮らせるまちづくりに一生懸命取り組んでまいりたいと決

意を新たにしているところであります。 
さて、伊予路に春を告げる椿まつりも過ぎ、季節は春へと移り変わろうとしています。

しかし、アメリカの金融危機から端を発した世界経済は極めて深刻で、我が国の金融も経

済も麻生総理流に申しますと、未曾有の状態を招いており、依然として春の兆が見えませ

ん。こうした時代にあっては、私たち地方が、そして、国民一人ひとりが知恵と勇気を出

して、社会・経済･産業の新しい仕組みづくりに取り組んでいかなければならないと思って

います。そんな中、２兆円の定額給付金を柱とする２次補正予算が成立しました。賛否両

論はあるようですが、町民の皆様には受け取られた給付金を預貯金しないで、ぜひ使って

いただき、景気浮揚対策としての効果が上がるよう、ご協力をお願いしたいと思います。
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そして、議員の皆様には、これからの町政運営に対しまして、一層のご支援・ご協力、そ

して、ご指導・ご鞭撻をお願い申し上げます。 
 さて、本日は複数の人事案件のご審議をお願いしておりますが、どうかご理解を賜り、

ご同意いただきますようお願い申し上げます。さらに、本日は、議会の皆様の人事につき

ましてもご審議されることとなっております｡新体制を整えていただきまして、町政運営の

両輪として、町民の皆様の付託に応えられますよう念願し、ごあいさつとさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 
○臨時議長（中村茂） ここでしばらく休憩いたします。休憩時間を利用して全員協議会

を開催しますので、よろしくお願いいたします。 
 

午前 ９時３６分 休憩 
午後 １時２３分 再開 

 

○臨時議長（中村茂） 副町長は、午後から用務のため欠席しておりますのでご報告申し

上げます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２ 議長の選挙 
○臨時議長（中村茂） それでは再開いたします。 

日程第２、議長の選挙を行います。おはかりいたします。選挙の方法につきましては、

地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にしたいと思います。これにご異議

ございませんか。 

  [「異議なし」の声あり] 
○臨時議長（中村茂） 異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選で行うこと

に決定いたしました。 

おはかりします。指名の方法については、臨時議長が指名することにしたいと思います

が、この件につきましてご異議ありませんか。 

  [「異議なし」の声あり] 
○臨時議長（中村茂） 異議なしと認めます。よって臨時議長が指名することに決定いた

しました。議長に西村良彰君を指名いたします。 

おはかりいたします。ただいま臨時議長において指名しました西村良彰君を議長の当選

人として定めることにご異議ありませんか。 

  [「異議なし」の声あり] 
○臨時議長（中村茂） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました西村良彰君

が議長に当選されました。ただいま議長に当選されました西村良彰君が議場におられます。

会議規則案第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。新議長にごあいさつ
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をお願いします。西村良彰君。 
○議長（西村良彰） 一言、議長就任のごあいさつを申し上げます。 

 この度、議員改選後の議会構成にあたり、不肖私が、議員各位のご推挙をいただき、砥

部町議会議長の要職に就任させていただくことになりました。まことに身に余る光栄でご

ざいます。私は、その器でないことは自分が一番よく承知いたしております。ここに皆様

のご推挙を受けましたうえは、身を挺して、そのご厚情に対し報いるよう、覚悟を新たに

しているところであります。議会運営につきましては、議会が町民の皆様の負託に応える

ことができるよう、中立、公正を旨とし、円滑な議会運営と活性化に最善をつくして参る

所存であります。 

 さて、昨年の世界的な金融危機に端を発した景気の後退により、我が国の経済社会にも

大きな影響が及んでおり、地方財政もますます厳しい状況になるものと思われます。この

ような中、執行機関におかれましては、新砥部町発足後の第２次中村町政がスタートいた

しますが、厳しい状況下においてこそ、行政機関と議会がそれぞれの権限を尊重し合い、

創意と工夫のもと、協力して本町の発展と住民福祉の向上に努めていかなければならない

と思います。 

 議員各位におかれましては、今後より一層のご支援・ご鞭撻を賜りますよう、心からお

願い申し上げますとともに、町理事者・職員の皆様方にもご指導を賜りますよう心からお

願い申し上げまして、議長就任のごあいさつといたします。 

○臨時議長（中村茂） これで臨時議長の職務は、全部終了いたしました。ご協力のほど

感謝申し上げます。大変ありがとうございました。それでは西村議長、議長席にお着きく

ださい。 

 [西村議長着席] 
○議長（西村良彰） お手元に配布しました議席の指定から砥部町選挙管理委員会委員及

び補充員の選挙についてまでを日程に追加し、追加日程第１から追加日程第２２とし、議

題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議席の指定から砥部町選挙管理委員

会委員及び補充員の選挙についてまでを日程に追加し、追加日程第１から追加日程第２２

を議題とすることに決定しました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１ 議席の指定 

○議長（西村良彰） 追加日程第１、議席の指定を行います。議席は、会議規則案第４条

第１項の規定により、ただいまご着席のとおり指定します。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第２ 会議録署名議員の指名 

○議長（西村良彰） 追加日程第２、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員

は、会議規則案第１１８条の規定により、佐々木隆雄君、森永茂男君を指名します。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第３ 会期の決定 
○議長（西村良彰） 追加日程第３、会期の決定を議題にします。 

おはかりします。本臨時会の会期は、本日１日に決定したいと思います。これにご異議

ありませんか。 
  [「異議なし」の声あり] 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって会期は、本日１日に決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第４ 副議長の選挙 
○議長（西村良彰） 追加日程第４、副議長の選挙を行います。 

おはかりします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 [「異議なし」の声あり] 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選で行うことに

決定しました。 

おはかりします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

 [「異議なし」の声あり] 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって議長が指名することに決定しました。

副議長に宮内光久君を指名します。 

おはかりします。ただいま、議長が指名しました宮内光久君を副議長の当選人と定める

ことにご異議ありませんか。 

 [「異議なし」の声あり] 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よってただいま指名しました宮内光久君が副

議長に当選されました。ただいま副議長に当選されました宮内光久君が議場におられます。

会議規則案第３３条第２項の規定により、当選の告知をします。新副議長にごあいさつを

お願いします。 
○副議長（宮内光久） 副議長就任にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 このたび、皆さまのご推挙をいただきまして、副議長に就任することになりました。誠

に身に余る光栄であるとともに、責任の重大さを痛感しているところでございます。副議
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長の要職を十分に果たすことができるかどうか、一抹の不安もございますが、議長のご指

導とご助言をいただきながら、名誉ある席を汚さずに、その職責をまっとうするよう最大

の努力をいたしたいと決意しているところでございます。各議員におかれましても、ご指

導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げまして、就任のごあいさつといたしま

す。よろしくお願いいたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第５ 発議第１号 砥部町議会会議規則の制定について 
（趣旨説明、質疑、討論、採決） 

○議長（西村良彰） 追加日程第５、発議第１号砥部町議会会議規則の一部改正について

を議題とします。本案について趣旨説明を求めます。１番佐々木隆雄君。 

○１番（佐々木隆雄） 発議第１号。砥部町議会会議規則の一部改正について。砥部町議

会会議規則第１４条の規定により、砥部町議会会議規則の一部を改正する規則を次のよう

に提出する。平成２１年２月６日提出、砥部町議会議長西村良彰様。提出者砥部町議会議

員佐々木隆雄。賛成者砥部町議会議員森永茂男。同上松﨑浩司。砥部町議会会議規則の一

部を改正する規則。砥部町議会会議規則（平成１７年砥部町議会規則第１号）の一部を次

のように改正する。 
目次中「第１５章職員の派遣（第１１９条）第１６章補則（第１２０条）」を「第１５章

全員協議会（第１１９条）、第１６章議員の派遣（第１２０条）第１７章補則（第１２１条）」

に改める。 
本文中「第１５章」を「第１６章」に、「第１６章」を「第１７章」にそれぞれ１章ずつ

繰り下げ、第１１９条第１項中「第１００条第１２項」を「第１００条第１３項」に改め、

同条を第１２０条とし、第１２０条を第１２１条とする。 
 第１４章の次に、次の１章を加える。第１５章全員協議会。（全員協議会）第１１９条法

第１００条第１２項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う場

として、全員協議会を設ける。２全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。

３ 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。 
 附則。この規則は、公布の日から施行する。 

提案理由。地方自治法の一部を改正する法律（平成２０年法律第６９号）の公布に伴い、

法第１００条第１２項に「議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会

の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。」の規定が新たに設けら

れた。このことにより、議会活動としての全員協議会を会議規則に規定するため提案する

ものである。以上です。 
○議長（西村良彰） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 
 [質疑なし] 

○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 
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これから討論を行います。討論はありませんか。 

 [討論なし] 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 

発議第１号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立

願います。 

 [全員起立] 
○議長（西村良彰） 起立多数と認めます。ご着席ください。よって発議第１号砥部町議

会会議規則の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第６ 発議第２号 砥部町議会委員会条例の一部改正について 
（趣旨説明、質疑、討論、採決） 

○議長（西村良彰） 追加日程第６、発議第２号砥部町議会委員会条例の一部改正につい

てを議題とします。本案について趣旨説明を求めます。４番、大平弘子君。 

○４番（大平弘子） 発議第２号。砥部町議会委員会条例の一部改正について。砥部町議

会会議規則第１４条の規定により砥部町議会委員会条例の一部を改正する条例を次のよう

に提出する。平成２１年２月６日提出。砥部町議会議長西村良彰様。提出者砥部町議会議

員大平弘子。賛成者砥部町議会議員西岡利昌。同上山口元之。 
砥部町議会委員会条例の一部を改正する条例。砥部町議会委員会条例（平成１７年砥部

町条例第１５５号）の一部を次のように改正する。 
 第２条第２号中「６人」を「５人」に改め、同条第３号中「６人」を「５人」に改める。 
 第５条第２項中「７人」を「６人」に改める。 

附則。この条例は、公布の日から施行する。 
提案理由。議員定数の変更に伴い、議会委員会条例を改正するため提案するものである。 

○議長（西村良彰） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 
 [質疑なし] 

○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 

討論を行います。討論はありませんか。 

 [討論なし] 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 

発議第２号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立

願います。 

 [全員起立] 
○議長（西村良彰） 起立多数と認めます。ご着席ください。よって発議第２号砥部町議

会委員会条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第７ 発議第３号 砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する 
条例の一部改正について 
（趣旨説明、質疑、討論、採決） 

○議長（西村良彰） 追加日程第７、発議第３号砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部改正についてを議題とします。本案について趣旨説明を求めます。

７番、政岡洋三郎君。 

○７番（政岡洋三郎） 議席番号７番、政岡洋三郎。発議第３号。砥部町議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について。砥部町議会会議規則第１４条の規

定により、砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

を次のように提出する。平成２１年２月６日提出、砥部町議会議長西村良彰様。提出者砥

部町議会議員政岡洋三郎。賛成者砥部町議会議員栗林政伸。砥部町議会議員土居英昭。 
 砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。砥部町

議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１７年砥部町条例第４０号）の一

部を次のように改正する。 
 第５条第１項中「召集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき」を「本会

議、委員会及び全員協議会に出席したとき」に改める。 
附則。この条例は、公布の日から施行する。 
提案理由。全員協議会の出席に際し、費用弁償を支給するため提案するものである。 

○議長（西村良彰） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 
 [質疑なし] 

○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

 [討論なし] 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 

発議第３号の採決を行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立

願います。 

 [全員起立] 
○議長（西村良彰） 起立多数と認めます。ご着席ください。よって発議第３号砥部町議

会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決

されました。 

 ただいま可決しました議案の公布手続等のためここでしばらく休憩します。休憩時間を

利用して、全員協議会を開催します。 

 

午後 １時４７分 休憩 
午後 ４時００分 再開 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第８ 常任委員会委員の選任について 
○議長（西村良彰） 再開します。追加日程第８、常任委員会委員の選任を行います。 
 おはかりします。常任委員会委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定に

より、お手元に配布の名簿のとおり指名したいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって常任委員会委員は、お手元に配布の名

簿のとおり選任することに決定しました。 
ここでしばらく休憩します。休憩時間中に、各常任委員会では委員会を開催し、委員長

及び副委員長の互選を行ってください。 
 

午後 ４時０２分 休憩 
午後 ４時０７分 再開 

 
○議長（西村良彰） 再開します。互選結果の報告をします。休憩中に各常任委員会にお

いて、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果報告が議長の手元にまいりましたの

で報告します。 
総務文教常任委員会委員長に中島博志君、副委員長に山口元之君。 
厚生常任委員会委員長に栗林政伸君、副委員長に井上洋一君。 
産業建設常任委員会委員長に三谷喜好君、副委員長に政岡洋三郎君。 

 以上のとおり互選された旨の報告がありました。今後、ご協力のほどよろしくお願いし

ます。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第９ 議会運営委員会委員の選任について 
○議長（西村良彰） 追加日程第９、議会運営委員の選任を行います。 

おはかりします。議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規

定により、お手元に配布の名簿のとおり指名したいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって議会運営委員は、お手元に配布の名簿

のとおり選任することに決定しました。 
ここで、しばらく休憩します。休憩中に議会運営委員会を開催し、委員長及び副委員長

の互選を行ってください。 
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午後 ４時０９分 休憩 
午後 ４時１０分 再開 

 
○議長（西村良彰） 再開します。互選結果の報告をします。休憩中に議会運営委員会に

おいて、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果報告が議長の手元にまいりました

ので報告します。議会運営委員会委員長に井上洋一君、副委員長に平岡文男君。以上のと

おり互選された旨の報告がありました。今後、ご協力のほどよろしくお願いします。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１０ 特別委員会の設置及び委員の選任について 
○議長（西村良彰） 追加日程第１０、特別委員会の設置及び委員の選任についてを議題

とします。 

おはかりします。下水道整備事業については、１６人の委員で構成する下水道整備特別

委員会を設置し、これに付託して審査し、議会広報の調査研究については、５人の委員で

構成する議会広報調査特別委員会を設置し、これに付託して調査し、砥部中学校の改築事

業については、１６人の委員で構成する砥部中学校改築検討特別委員会を設置し、これに

付託して検討することにしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 [「異議なし」の声あり] 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって下水道整備事業については、１６人の

委員で構成する下水道整備特別委員会を設置し、これに付託して審査し、議会広報の調査

研究については、５人の委員で構成する議会広報調査特別委員会を設置し、これに付託し

て調査し、砥部中学校の改築事業については、１６人の委員で構成する砥部中学校改築検

討特別委員会を設置し、これに付託して検討することに決定しました。 
ただいま設置されました下水道整備特別委員会委員、議会広報調査特別委員会委員及び

砥部中学校改築検討特別委員会委員の選任については、委員会条例第８条第 1 項の規定に

よりお手元に配布の名簿のとおり指名したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 [「異議なし」の声あり] 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。 

よって、下水道整備特別委員会委員、議会広報調査特別委員会委員及び砥部中学校改築

検討特別委員会委員は、お手元に配布の名簿のとおり選任することに決定しました。 

ここで、しばらく休憩します。休憩時間を利用して、下水道整備特別委員会、議会広報

調査特別委員会、砥部中学校改築検討特別委員会の順で、それぞれの委員会を開催し、委

員長及び副委員長の互選を行ってください。 
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午後４時１３分 休憩 

午後４時１４分 再開 

 
○議長（西村良彰） 再開します。互選結果の報告をします。休憩中に下水道整備特別委

員会、議会広報調査特別委員会及び砥部中学校改築検討特別委員会において、委員長及び

副委員長の互選が行われ、その結果報告が議長の手元にまいりましたので報告します。 
 下水道整備特別委員会委員長に土居英昭君。副委員長に平岡文男君。 
 議会広報調査特別委員会委員長に宮内光久君。副委員長に栗林政伸君。 
 砥部中学校改築検討特別委員会委員長に平岡文男君、副委員長に中村茂君。 

以上のとおり互選された旨の報告がありました。今後、ご協力のほどよろしくお願いし

ます。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１１ 愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 
○議長（西村良彰） 追加日程第１１、任期満了に伴う愛媛県後期高齢者医療広域連合議

会議員の選挙について、選挙を行います。 
おはかりします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選で行うことに

決定しました。 
おはかりします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって議長が指名することに決定しました。

愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員に中村剛志町長を指名します。 
おはかりします。ただいま、議長が指名しました中村剛志町長を愛媛県後期高齢者医療

広域連合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました中村剛志町長

が愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。中村剛志町長が議場におら

れますので、会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をします。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１２ 伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合議会議員の選挙 
○議長（西村良彰） 追加日程第１２、任期満了に伴う伊予市･伊予郡養護老人ホーム組
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合議会議員の選挙について、選挙を行います。 
おはかりします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選で行うことに

決定しました。 
おはかりします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって議長が指名することに決定しました。 
伊予市･伊予郡養護老人ホーム組合議会議員に栗林政伸君、井上洋一君を指名します。 
おはかりします。ただいま、議長が指名しました栗林政伸君、井上洋一君を伊予市･伊予

郡養護老人ホーム組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました栗林政伸君、

井上洋一君が伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合議会議員に当選されました。 
ただいま、伊予市･伊予郡養護老人ホーム組合議会議員に当選されました栗林政伸君、井

上洋一君が議場におられますので、会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知を

します。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１３ 伊予市外二町共有物組合議会議員の選出について 
○議長（西村良彰） 追加日程第１３、２人の組合議員辞任に伴う伊予市外二町共有物組

合議会議員の選出について、補欠選挙を行います。 
おはかりします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選で行うことに

決定しました。 
おはかりします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって議長が指名することに決定しました。 
伊予市外二町共有物組合議会議員に栗林政伸君、井上洋一君を指名します。 
おはかりします。ただいま、議長が指名しました栗林政伸君、井上洋一君を伊予市外二

町共有物組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 
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 [「異議なし」の声あり] 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名しました栗林政伸君、井上洋一君が伊予市外二町共有物組合議会

議員に当選されました。ただいま、伊予市外二町共有物組合議会議員に当選されました栗

林政伸君、井上洋一君が議場におられますので、会議規則第３３条第２項の規定により、

当選の告知をします。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１４ 伊予消防等事務組合議会議員の選挙について 
○議長（西村良彰） 追加日程第１４、任期満了に伴う伊予消防等事務組合議会議員の選

挙を行います。 
おはかりします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選で行うことに

決定しました。 
おはかりします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって議長が指名することに決定しました。

伊予消防等事務組合議会議員に井上洋一君、三谷喜好君を指名します。 
おはかりします。ただいま、議長が指名しました井上洋一君、三谷喜好君を伊予消防等

事務組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました井上洋一君、

三谷喜好君が伊予消防等事務組合議会議員に当選されました。ただいま、伊予消防等事務

組合議会議員に当選されました井上洋一君、三谷喜好君が議場におられますので、会議規

則第３３条第２項の規定により、当選の告知をします。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１５ 内山衛生事務組合議会議員の選挙について 
○議長（西村良彰） 追加日程第１５、任期満了に伴う内山衛生事務組合議会議員の選挙

を行います。 
おはかりします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 
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○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選で行うことに

決定しました。 
おはかりします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって議長が指名することに決定しました。

内山衛生事務組合議会議員に三谷喜好君を指名します。 
おはかりします。ただいま、議長が指名しました三谷喜好君を内山衛生事務組合議会議

員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 
 [「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました三谷喜好君が

内山衛生事務組合議会議員に当選されました。ただいま、内山衛生事務組合議会議員に当

選されました三谷喜好君が議場におられますので、会議規則第３３条第２項の規定により

当選の告知をします。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１６ 砥部町土地開発公社役員の選任 
○議長（西村良彰） 追加日程第１６、役員辞任に伴う砥部町土地開発公社役員の選任に

ついて報告します。砥部町土地開発公社の理事に栗林政伸君、土居英昭君、中島博志君、

三谷喜好君、監事に政岡洋三郎君が選任されましたので報告します。 
ここでしばらく休憩します。休憩時間を利用して全員協議会を開催します。 

 
午後 ４時２４分 休憩 
午後 ４時５５分 再開 

 
○議長（西村良彰） 再開します。本日の会議時間は審議の都合によりあらかじめ延長し

ます。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１７ 同意第１号 砥部町監査委員の選任について 
（提出者の説明、質疑、討論、採決） 

○議長（西村良彰） 同意第１号砥部町監査委員の選任についてを議題とします。提出者

の説明を求めます。中村町長。 
○町長（中村剛志） 同意第１号砥部町監査委員の選任について。次の者を砥部町監査委

員に選任することについて、地方自治法第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求

める。平成２１年２月６日提出。砥部町長中村剛志。 
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住所、愛媛県伊予郡砥部町岩谷口５５６番地。氏名、影浦浩二。生年月日、昭和４３年

８月２２日。提案理由。大西容介監査委員は、平成２１年２月１５日に任期が満了するの

で、その後任を選任するため、提案するものである。よろしくお願いします。 
○議長（西村良彰） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

 [「質疑なし」の声あり] 
○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
[「討論なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
同意第１号の採決を行います。本案は、原案のとおり同意することにご異議ありません

か。 
 [「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって同意第１号砥部町監査委員の選任につ

いては同意することに決定しました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１８ 同意第２号 砥部町監査委員の選任について 
（提出者の説明、質疑、討論、採決） 

○議長（西村良彰） 追加日程第１８、同意第２号砥部町監査委員の選任についてを議題

とします。地方自治法第１１７条の規定により中村茂君の除斥を求めます。 
[中村茂君退場] 

○議長（西村良彰） 提出者の説明を求めます。中村町長。 
○町長（中村剛志） 同意第２号砥部町監査委員の選任について。次の者を砥部町監査委

員に選任することについて、地方自治法第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求

める。平成２１年２月６日提出。砥部町長中村剛志。 
住所、愛媛県伊予郡砥部町川井１１１２番地。氏名、中村茂。生年月日、昭和１１年４

月１２日。提案理由。山本典男監査委員は、平成２１年２月５日に任期が満了したので、

その後任を選任するため、提案するものである。よろしくお願いします。 
○議長（西村良彰） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

 [「質疑なし」の声あり] 
○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
[「討論なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
同意第２号の採決を行います。本案は、原案のとおり同意することにご異議ありません

か。 
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 [「異議なし」の声あり] 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって同意第２号砥部町監査委員の選任につ

いては同意することに決定いたしました。中村茂君の除斥を解除します。 
[中村茂君入場] 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第１９ 同意第３号 砥部町教育委員会委員の任命について 
（提出者の説明、質疑、討論、採決） 

○議長（西村良彰） 追加日程第１９、同意第３号砥部町教育委員会委員の任命について

を議題とします。提出者の説明を求めます。中村町長。 
○町長（中村剛志） 同意第３号砥部町教育委員会委員の任命について。次の者を砥部町

教育委員会委員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４

条第１項の規定により、議会の同意を求める。平成２１年２月６日提出。砥部町長中村剛

志。 
住所、愛媛県伊予郡砥部町麻生２５４番地。氏名、佐野弘明。生年月日、昭和２２年３

月２８日。提案理由。佐野弘明教育委員は、平成２１年２月１６日に任期が満了するので、

その後任者を任命するため、提案するものである。よろしくお願いします。 
○議長（西村良彰） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

 [「質疑なし」の声あり] 
○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
[「討論なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
同意第３号の採決を行います。本案は、原案のとおり同意することにご異議ありません

か。 
 [「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって同意第３号砥部町教育委員会委員の任

命については、同意することに決定しました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第２０ 同意第４号 砥部町教育委員会委員の任命について 
（提出者の説明、質疑、討論、採決） 

○議長（西村良彰） 追加日程第２０、同意第４号砥部町教育委員会委員の任命について

を議題とします。提出者の説明を求めます。中村町長。 
○町長（中村剛志） 同意第４号砥部町教育委員会委員の任命について。次の者を砥部町

教育委員会委員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４
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条第１項の規定により、議会の同意を求める。平成２１年２月６日提出。砥部町長中村剛

志。 
住所、愛媛県伊予郡砥部町総津８２４番地１。氏名、久保野伸一。生年月日、昭和３７

年１２月１５日。提案理由。中田直子教育委員は、平成２１年２月１６日に任期が満了す

るので、その後任者を任命するため、提案するものである。よろしくお願いします。 
○議長（西村良彰） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

 [「質疑なし」の声あり] 
○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
[「討論なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
同意第４号の採決を行います。本案は、原案のとおり同意することにご異議ありません

か。 
 [「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって同意第４号砥部町教育委員会委員の任

命については、同意することに決定しました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第２１ 同意第５号 砥部町副町長の選任について 
（提出者の説明、質疑、討論、採決） 

○議長（西村良彰） 追加日程第２１、同意第５号砥部町副町長の選任についてを議題と

します。提出者の説明を求めます。中村町長。 
○町長（中村剛志） 同意第５号砥部町副町長の選任について。次の者を砥部町副町長に

選任することについて、地方自治法第１６２条の規定により、議会の同意を求める。平成

２１年２月６日提出。砥部町長中村剛志。 
住所、愛媛県伊予郡砥部町万年６１０番地。氏名、佐川秀紀。生年月日、昭和２５年４

月１日。提案理由。柳田穫副町長は、平成２１年２月１６日に任期が満了するので、その

後任者を選任するため、提案するものである。よろしくお願いします。 
○議長（西村良彰） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

[「質疑なし」の声あり] 
○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
[「討論なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
同意第５号の採決を行います。本案は、原案のとおり同意することにご異議ありません

か。 
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 [「異議なし」の声あり] 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって同意第５号砥部町副町長の選任につい

ては、同意することに決定しました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

追加日程第２２ 砥部町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 
○議長（西村良彰） 追加日程第２２、砥部町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行

います。 
おはかりします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

り、指名推選にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
[「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選で行うことに

決定しました。 
おはかりします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 
[「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって議長が指名することに決定しました。 
選挙管理委員会委員には、門田厚君、大野文一君、松下豊彦君、西岡英和君。以上の方

を指名します。 
おはかりします。ただいま、議長が指名しました方を、選挙管理委員会委員の当選人と

定めることにご異議ありませんか。 
[「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました門田厚君、大

野文一君、松下豊彦君、西岡英和君。以上の方が選挙管理委員会委員に当選されました。 
選挙管理委員会委員補充員には、矢野省喜君、嶋田忠利君、向井一男君、大城戸德雄君。

以上の方を指名します。 
 おはかりします。ただいま、議長が指名しました方を、選挙管理委員会委員補充員の当

選人と定めることにご異議ありませんか。 
[「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました、矢野省喜君、

嶋田忠利君、向井一男君、大城戸德雄君。以上の方が選挙管理委員会委員補充員に当選さ

れました。 
○議長（西村良彰） おはかりします。各委員長より、閉会中の継続調査の申し出があり

ましたので、次期定例会の会期日程等、議会の運営に関する事項及び議長の諮問に関する

事項については議会運営委員会に、常任委員会の所管事務等の調査事項については所管の

常任委員会に、特別委員会の調査事項については特別委員会に、それぞれ付託し、閉会中
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の継続調査とすることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

[「異議なし」の声あり] 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、閉会

中の継続調査とすることに決定しました。 

これで本日の議事日程は、すべて終了しました。 

会議を閉じます。 

町長のごあいさつをお願いします。中村町長。 

○町長（中村剛志） 閉会にあたり一言お礼を申し上げます。 
議員の皆様には、上程いたしました議案について、慎重に審議を頂き、ご同意賜りまし

たことに心より感謝を申し上げます。 

また、ただ今新しい正副議長さんが誕生いたしました。誠におめでとうございます。ご

就任を心からお慶び申し上げますと共に、お２人の手腕に大いなる期待と今後一層のご活

躍をご祈念申し上げます。また、常任委員会、特別委員会等の正副委員長も決定されまし

て、いよいよ新しい体制の下、砥部町５年目の町政運営がスタートすることになりました。

道半ばの事業、あるいは、これから取り組まなければならない事業など課題が山積してお

ります。どうか、新体制となりました議会と執行部が両輪となって円滑な町政運営を行な

い、潤いと活力あるまちづくり、安心して暮らせるまちづくり、誇りと生きがいを持って

暮らせるまちづくりを推進するため、議員の皆様の一層のご支援、ご協力をお願い申し上

げお礼のごあいさつとさせていただきます。本当にありがとうございました。 

○議長（西村良彰） 以上をもって、平成２１年第１回砥部町議会臨時会を閉会します。 

 
午後 ５時１０分 閉会 
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地方自治法第１２３条の規定により、会議の経過を記載し、その相違ないことを証明す

るためにここに署名する。 
 
 
          砥部町議会議長  西村 良彰 
 
               議員  佐々木隆雄 
 
               議員  森永 茂男 
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発議第１号 
 

砥部町議会会議規則の一部改正について 
 
 砥部町議会会議規則第１４条の規定により、砥部町議会会議規則の一部を改正する規則

を次のように提出する。 
 
 
  平成２１年２月６日提出 
 
 
砥部町議会議長  西村 良彰 様 
 
 

               提出者 砥部町議会議員  佐々木 ・雄 
          

賛成者 砥部町議会議員  森永 茂男 
                   

 同     上  松﨑 浩司 
 
   砥部町議会会議規則の一部を改正する規則 
 
 砥部町議会会議規則（平成１７年砥部町議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 
    「第１５章 職員の派遣（第１１９条） 
 目次中                   を 
     第１６章 補則（第１２０条）   」 
「第１５章 全員協議会（第１１９条） 
 第１６章 議員の派遣（第１２０条）  に改める。 
 第１７章 補則（第１２１条）    」 
 本文中「第１５章」を「第１６章」に、「第１６章」を「第１７章」にそれぞれ１章ずつ

繰り下げ、第１１９条第１項中「第１００条第１２項」を「第１００条第１３項」に改め、

同条を第１２０条とし、第１２０条を第１２１条とする。 
 第１４章の次に次の１章を加える。 
   第１５章 全員協議会 
 （全員協議会） 
第１１９条 法第１００条第１２項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又

は調整を行う場として、全員協議会を設ける。 
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２ 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。 
３ 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。 
   附 則 
 この規則は、公布の日から施行する。 
 
提案理由 
 地方自治法の一部を改正する法律（平成２０年法律第６９号）の公布に伴い、法第１０

０条第１２項に「議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に

関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。」の規定が新たに設けられた。こ

のことにより、議会活動としての全員協議会を会議規則に規定するため提案するものであ

る。 
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発議第２号 
 
   砥部町議会委員会条例の一部改正について 
 
 砥部町議会会議規則第１４条の規定により砥部町議会委員会条例の一部を改正する条例

を次のように提出する。 
 
  平成２１年２月６日提出 
 
砥部町議会議長 西村 良彰 様 
 

 
提出者 砥部町議会議員  大平 弘子 

          
賛成者 砥部町議会議員  ・岡 利昌 

                   
同     上  山口 元之 

 
   砥部町議会委員会条例の一部を改正する条例 
 
 砥部町議会委員会条例（平成１７年砥部町条例第１５５号）の一部を次のように改正す

る。 
 第２条第２号中「６人」を「５人」に改め、同条第３号中「６人」を「５人」に改める。 
 第５条第２項中「７人」を「６人」に改める。 

附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 
 
 
提案理由 
 議員定数の変更に伴い、議会委員会条例を改正するため提案するものである。 
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発議第３号 
 
   砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 
 
 砥部町議会会議規則第１４条の規定により、砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例を次のように提出する。 
 
  平成２１年２月６日提出 
 
砥部町議会議長 西村 良彰 様 
 

 
提出者 砥部町議会議員  政岡 洋三郎 

          
賛成者 砥部町議会議員  栗林 政伸 

                   
同     上  土居 英昭 

 
   砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の 

一部を改正する条例 
 
 砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１７年砥部町条例第４０

号）の一部を次のように改正する。 
 第５条第１項中「召集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき」を「本会

議、委員会及び全員協議会に出席したとき」に改める。 
附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
 
提案理由 
 全員協議会の出席に際し、費用弁償を支給するため提案するものである。 
 
 


